
第14号様式 (第 8条関係 )

(その 1)

(ふ り が な )

1 政 治 体 の 名 称

もろビみよさや夜ギL会 /

2 主 た る事 務 所 の所 在 地

血 盤 上 登止並 胆 艶 咀 皿 金 上 ≧

3代 表 者 の 氏 名

籠 1■ 也

4 会 計 責 任 者 の 氏 名

収 支 報 告 書
(令和 6 年分 )

必須様式(1/4)

/′
´

連絡先
(担 当者 ) =ニ亜畳 １

」

ロ
ー ■」望

(電 話 ) o9o―

※事務担当者の連絡先も収支報告書の閲覧等の対象に含まれます。

政治団体の区タ

(

□ 政党
□ 政党の支部
□ 政治資金団体

政治資金規正法第 18条の 2

第 1項の規定による政治団体

□
′
その他の政治団体

□ その の政 体の支

の

資金管理団体の指定の有無
図 無

□ 有

(以下は、指定『有」の場合のみ記入)

公 職 の 種 類

(現職・候補者の別)(現職 。候補者 )

資金管理団体

の届出をした

者 の 氏 名

の

第 1号に係 る国会議員関係政治団

□ 政治資金規正法第19条の 7第 1項
第 2号に係 る国会議員関係政治団

正 法 1項1 の 7

(現職・候補者の別)(現職 ・ 候補者 )

公 職 の 種 類

公職の候補者

の  氏  名

資金管理団体の指定の期間

令和
イ等・禾ロ

年
年

月

月

日から
日まで

国会議員関係政治団体に関する

特例の適用期間

団体コー ド (備考 3) 年分 整理 区分 入 力

17② □
0 0 0 0 0

団

□ 解散 [コ

日

□

紙
　
審

豪
　
内

□

□

□

収
　
支
　
産

パ
　

バ
　
資

※選挙 委 会使用欄

の の



(そ の 2)

1収支の総括表

2収入項目別金額の内訳

2 0 0 0 6

0

ユ 0 0 0 0

収 入 総 額

支 出 総 額
=

句 0 0
′

ノ

′ 3 O 0翌年への繰越額

+②

(前年報告書の繰越額 )

(本年の収入 )

(そ の13の 合計を記入 )

+②―③

(1)個人の負担する党費又は会費

金 額 0

員 数   (党費又は会費を納入 した人の数 ) 0

(2)寄附

ア 寄附 (イ を除く。)の 区分 金 額 備   考

ユ 0 0 0 0
内訳を (そ の7)に記入
(寄附者の区分 :個人)

6

0
内訳を (そ の7)に記入
(寄附者の区分 :法人その他の団体)

0
内訳を (そ の7)に記入
(寄附者の区分 :政治団体)

ユ 0 0 0 0 ④

0

イ 政党匿名寄附 0 ⑤

∧ 言十 (ア +イ ) ユ 0 0 0 0 ④+⑤

必須様式(2/4)

(前年からの繰越額)

(本年 の 収 入 ″頂)2収 入項 目別金額の内訳 の (1)～ (6)の 計

ア 人 か らの

(う ち特定寄附 )

(イ )法人その他の団体からの寄附

(ウ )政治団体からの寄附

ノjヽ言十 ((ア)+(イ )‐+(ウ ))

(寄附の うち寄附のあつせんによるもの)



(7)寄 附 の 内 訳 (寄附者の区分ごとに別葉とすること) 寄附者の区分 断固人 □法人その他の団体 □政治団体

寄附者 の氏名

(団体にあつては、その名称)

金 額 年月 日
住所 (団体にあっては主た
る事務所の所在地 )

職業 (団体に
あっては、代表
者の氏名 )

備  考

峯 ヨ 評■、 2 0 0 0 6 P5,/r,/.S 漁風員群ゃきヽ :魚抵町11こ′ムぅ
`

)
▲ . ロ

4:、 ァLe

11

15

本 頁 上 記 の 小 計 2 υ θ 0 θ

そ の 他 の 寄 附 θ

〈
ロ

曇↓
口 : _2 0 0 0 0

(そ の 7)

※ 同一の者からの寄附で年間 5万円を超えるものについては、内訳を記載する
して差 し支えないが、 5万円以下の寄附については、一括 してその合計額を

※ 「住所」欄については、県外にあっては都道府県名から、県内にあつ
ては市郡名から記入 してください。
(例 ) 丁目 , -1

2丁目2-2
3-33T日

4-4
と

そ

こ

ｒ
。なお、 5万円以下の寄附であっても、必要に応 じて記載
の他の寄附」欄 (下から2行 日)に記載することができる。

寄附の内訳



(そ の 13)

3 支出項目別金額の内訳

※ 支出先が当該団体の本部又は支部であるものについては、項 目ごとの額を備考欄に記入 し、併せて
その内訳を様式 (そ の 16)に より報告すること。

(1)支出の総括表

項
日

Ｈ 金 額 備 り4(※ )
‐́
フ

1 経常経費

(1)人件費

(2)光 熱水費

(3)備 品 0消耗品費

(4)事務所費

小    計

0

l貫會 管 理 団 体 」又 は :口 會 ■ 員 関 係 取 泊 回 体 」であ

る期間中の支出は、項目(人件費を除く)ごとに

⑥ その14に内訳を記載すること

0 ⑦

0 ③

0 ⑨

0 ⑩ (⑥～⑨の計)

2 政治活動費

(1)組 織活動費

(2)選 挙関係費

(3)機 関紙誌の発行その他の事業費

(4)調 査研究費

(5)寄 附・交付金

(6)そ の他の経費

小    計

0

項 日ごとに その 15に 囚 訳 を記 1口 丁 0こと

①

0 ⑫

Ｑ
υ

句

ｆ 0 0 ⑬  (ァ +ィ +ウ +ェ )

0

９
０ 7 0 0

n

0

Λ

》
⑭

0 ⑮

0 ⑮

９
υ

η
ｌ 0 0 ⑭ (①～⑬の計)

△    豊準
にコ      ロ l

十⑭

☆支出がある場合には、本様式は必須となる。

ア 機関紙誌の発行事業費

イ 宣伝事業費

ウ 政治資金パーティー開催事業費

その他の事業費コE



(3)政治活動費の内訳 項 目別区分 iれ 業ヽ景 ( )

支出の目的 金 額 年月 日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称)

支出を受けた者の住所

(団体にあつては、主たる事務所の所在地〉
備 考

11

本 頁 上 記 の 小 計

そ の 他 の 支 出 ヽ
０ 句 0 0

△
ロ

ヨ↓
口 :

，

０
〔
７ 0 0

(そ σ)15)

※ 「項 目別区分」欄には、その 13「 2政治活動費」中の (1)～ (6)(た だし(3)に ついて
はア～工)の いずれかの項 目名を記載 し、括弧内については、団体の会計上の整理に

沿って、適宜小分類を記載すること。
なお、政治資金パーティー開催事業費の場合は、括弧内にパーティー名を記載 し、

個生fヒ±豆L生■二と二別奥 とすること。

※ 1件 5万 円以上の支出は、個々の内容 (支出の目的、金額、年月日、支払先等)を記載 し、その領収書等の写 しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、その領収書等の写 しを添付すること。
これ ら以外の少額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。



(そ の 17)

1 資産等の総括表

資 産 等 の 状 況

資 産 等 の 有 無

項 目 別 区 分
tr(※ )

個
`油

E 備   考

ア 土   地 図

イ 建  物 □

ウ 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 И

工 取得の価額が 100万 円を超える動産 □

オ 預金 (普通預金及び当座預金を除く。)又 は貯金 (普通貯金を除く。) 図

力 金銭信託 げ

キ 有価証券 □

ク 出資による権利 □

ケ 貸付先ごとの残高が 100万円を超える貸付金 逆

コ 支払われた金額が 100万 円を超える敷金 □

サ 取得の価額が 100万 円を超える施設の利用に関する権利 □ □

シ 借入先ごとの残高が 100万円を超える借入金 ロ

必須様式(3/4)
※ 有の場合、その内訳を様式 (そ の 18)に 記入すること。

□



(そ の 20)

た圭,
旦 誓  書

添付書類 (別添のとお り)

□ 1 領収書等の写し

□ 2 監査意見書 (政党及び政治資金団体に限る。 )

3 政治資金監査報告書 (国会議員関係政治団体に限る。 )

この報告書は、政治資金規正法に従って作成 したものであって、真実に相違ありません。

宣誓 日

令 和 6年  3月  な 日 /

政治団体の名称 ．、とろ キ や
‐
マ

コ
~

会計責任者の氏名 【署名又は記名押印】

※ 以下1岨饉知塾Ωl日巳」饉ヨΩ虫壼饉■豊豊」宙■回i■L量生 LiL収重菫匿ヨIL〕L」塑」Lλすること。

代表者の氏名 【署名又は記名押印】

1 会計責任者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあっては当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書
類の提示又は提出を行 うこと。ただし、会計責任者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限 りでない。

2 政治団体の解散に伴 う報告書の場合は、会計責任者の氏名の他、代表者の氏名を記載すること。また、代表者及び会計責任者本人が提
出する場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、これ らの者の代理人が提出する場合にあっては当該代理人の権限を証する書面
及び本人確認書類の提示又は提出を行 うこと。ただ し、代表者及び会計責任者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限 りでな
い 。

必須様式(4/4)

/

(


